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パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
を
募ぼ

集し
ゅ
う

し
ま
す

●
意
見
の
提
出
方
法　
「
①
氏
名
②
住
所

③
電
話
番
号
」を
明
記
の
上
、持
参
、郵
便
、

Ｆ
Ａ
Ｘ
、電
子
メ
ー
ル
の
い
ず
れ
か
の
方

法
で
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※
匿
名
不
可
。提
出
さ
れ
た
意
見
に
対
し

て
個
別
の
回
答
は
行
い
ま
せ
ん
。

※
提
出
さ
れ
た
意
見
や
個
人
情
報
は
目
的

以
外
に
は
使
用
し
ま
せ
ん
。
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０
０
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パ
ブ
リ
ッ
ク・コ
メ
ン
ト
と
は
、市
の
基

本
的
な
指
針
な
ど
を
つ
く
る
と
き
、事
前

に
そ
の
内
容
を
公
表
し
て
広
く
意
見
を
求

め
、そ
れ
ら
の
意
見
を
反
映
し
、皆
さ
ん
と

と
も
に
市
政
を
推
進
す
る
こ
と
を
目
的
と

し
た
制
度
で
す
。

　
福
岡
県
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策

行
動
計
画
の
改
定
を
踏
ま
え
、市
の
新
型

イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
対
策
の
実
施
に
関
す

る
基
本
的
な
計
画
を
改
定
す
る
に
あ
た

り
、広
く
意
見
を
募
集
し
ま
す
。

●
意
見
を
求
め
る
計
画　
新
型
イ
ン
フ
ル

エ
ン
ザ
等
対
策
行
動
計
画

日
１
月
22
日
㈭
ま
で

場▽
市
役
所
４
階
情
報
公
開
コ
ー
ナ
ー

▽
各
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

▽
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー

▽
カ
ミ
ー
リ
ヤ

▽
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

対▽
市
内
在
住
、在
学
、在
勤
者

▽
市
内
に
事
務
所
な
ど
を
有
す
る
人

▽
市
に
対
し
て
納
税
義
務
を
有
す
る
人　

な
ど

市し

Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公こ

う

式し
き

ア
カ
ウ
ン
ト
か
ら
の

証し
ょ
う

明め
い

書し
ょ

オ
ン
ラ
イ
ン
申し

ん

請せ
い

開か
い

始し

●
申
請
に
必
要
な
も
の

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

▽
署
名
用
電
子
証
明
書（
６
～
16
桁
の
英

数
字
の
暗
証
番
号
）

▽
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
が
読
み
取
れ
る

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

▽
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
ま
た
は
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ

ａ
ｙ
ア
カ
ウ
ン
ト（
証
明
書
交
付
手
数
料

と
郵
送
料
の
支
払
い
）

※
市
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト
の

友
だ
ち
追
加
が
必
要
で
す
。

ID
４
７
８
６
５

問
市
民
課

　

１
月
20
日
㈫
か
ら
、住
民
票
の
写
し
や

戸
籍
な
ど
の
各
種
証
明
書
を
ス
マ
ー
ト

フ
ォ
ン
と
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
利
用

し
て
、オ
ン
ラ
イ
ン
で
請
求
で
き
る
よ
う

に
な
り
ま
す
。請
求
さ
れ
た
証
明
書
は
、後

日
、住
民
登
録
地
に
郵
送
し
ま
す
。な
お
、

戸
籍
関
係
証
明
書
は
、本
籍
が
本
市
に
あ

る
人
が
利
用
で
き
ま
す
。申
請
の
流
れ
な

ど
詳
し
く
は
、市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
確

認
く
だ
さ
い
。

●
取
得
で
き
る
証
明
書　

住
民
票
の
写

し
、住
民
票
記
載
事
項
証
明
書
、戸
籍
全

部・個
人
事
項
証
明
書（
戸
籍
謄
抄
本
）、戸

籍
の
附
票
の
写
し
、身
分
証
明
書
、独
身
証

明
書

▲友だち追加はこちら

LINEから申請

マイナンバーカードで
本人認証

キャッシュレス決済

証明書が郵送で届く

　
基
本
メ
ニ
ュ
ー
の
オ
ン
ラ

イ
ン
申
請・予
約
か
ら
申
請

で
き
ま
す

※
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
の
友
だ
ち
追
加

後
、受
信
設
定
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。
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